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文
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指
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に
指
定
さ
れ
た
。
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史
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（

が
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・
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値
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。
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月
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（
花
押
）

米
田
茂
兵
衛
㊞
（
花
押
）

堀
十
右
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花
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）
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紙
数
〆
拾
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枚
也

二

　史
料
か
ら
み
た
禅
定
寺
の
来
歴

ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
れ
ら
二
点
の
古
文
書
を
伝
来
し
た
禅
定
寺
の
来
歴
に
つ
い
て
、
現
在

確
認
さ
れ
て
い
る
史
料
に
基
づ
い
て
、
概
観
す
る
。

出
雲
国
飯
石
郡
の
天
台
宗
慶
向
山
禅
定
寺
は
、天
平
年
間
（
七
二
九
～
七
四
九
）
の
行
基

開
山
に
よ
る
聖
武
天
皇
勅
願
所
と
い
う
寺
伝
を
有
す
る
が
、重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
本
尊
の
菩
薩
立
像
（
伝
観
音
菩
薩
）
は
十
世
紀
後
半
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
お
り（

2
（

、『
三

刀
屋
町
誌
』
で
は
、平
安
前
期
に
何
ら
か
の
「
寺
院
的
施
設
」
が
で
き
て
い
た
と
推
測
し
て

い
る（

（
（

。
し
か
し
、文
禄
四
年
の
打
渡
坪
付
よ
り
も
古
い
時
代
の
伝
来
文
書
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ

確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、中
世
以
前
の
禅
定
寺
に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か

ら
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

禅
定
寺
の
住
持
の
名
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
、天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
の
日
倉

神
社
（
三
刀
屋
町
乙
加
宮
）
の
造
営
棟
札
（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
寺
社
史
料
95
「
島
根
県

神
社
由
緒
書
五
　
飯
石
郡
」
所
収
の
多
根
郷
宮
内
村
日
倉
別
宮
造
営
棟
札
銘
）
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
「
多
根
郷
」（
懸
合
郷
）
は
、
新
宮
党
尼
子
国
久
（
尼
子
晴

久
の
叔
父
）
の
嫡
男
尼
子
誠
久
が
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、造
営
事
業
の

本
願
を
「
禅
定
寺
当
住
慶
円
律
師
」
が
務
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）、
尼
子
勝
久
が
尼
子
氏
再
興
を
め
ざ
し
て
出
雲
国
に
乱
入
し

八
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た
が
、
こ
れ
を
撃
退
し
て
出
雲
国
を
奪
回
す
る
た
め
、
安
芸
国
毛
利
氏
は
翌
永
禄
十
三
年
正

月
に
出
雲
国
へ
進
攻
し
た
。
そ
し
て
、同
年
正
月
二
十
八
日
に
は
出
雲
国
大
原
郡
ま
で
攻
め

込
み
、
そ
の
過
程
で
飯
石
郡
の
多
久
和
城
や
、
尼
子
氏
家
臣
河
副
久
盛
が
在
番
し
て
い
た

「
懸
合
之
内
氷
之
上
・
禅
定
寺
」
両
城
な
ど
多
数
の
城
を
攻
略
し
た
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
115
巻

湯
原
文
左
衛
門
18
）。
禅
定
寺
は
鍋
山
の
中
腹
に
所
在
す
る
が
、
禅
定
寺
境
内
を
含
む
山
塊

が
城
郭
と
し
て
機
能
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
明
治
政
府
が
実
施
し
た
社
寺
調
査
に
際
し

て
、
禅
定
寺
か
ら
島
根
県
へ
提
出
さ
れ
た
目
録
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
三
】
禅
定
寺
宝
物
古
器
物
古
文
書
目
録
（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
寺
社
史
料
（6
）

禅
定
寺
宝
物
古
器
物
古
文
書
目
録

一
棟
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
枚

天
正
二
年
甲戌

　
三
月
五
日
　
大
壇
那
藤
原
朝
臣
通
定
并

代
官
藤
原
續
忠
　
當
住
持
九
洲
筑
後
國
賀
町
之

住
僧
慶
順

一
棟
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
枚

寛
文
元
辛
丑
天
霜
月
二
日
　
観
音
堂
一
宇
建
立
　
當
住

持
豪
順
律
　
大
檀
那
當
國
太
守
松
平
出
羽
守
源
直

政
公
郡
　
奉
行
不
詳
　
代
官
小
川
徳
太
夫
　
本
願
庄
屋

名
原
新
右
ヱ
門
　
名
原
庄
次
郎

一
棟
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
枚

元
禄
十
四
年
　
奉
建
立
観
自
在
尊
堂
一
宇
　
松
平
出
羽
守
四
位

少
将
源
宣
澄
　
御
遷
座
導
師
禅
定
寺
権
大
僧
都
法
印

義
見
　
庄
屋
永
井
市
郎
右
ヱ
門
　
年
寄
太
田
伴
兵
衛
　
本
願
主
秦

與
一
右
ヱ
門

一
棟
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
枚

宝
暦
八
戌
寅
三
月
十
七
日
　
奉
建
立
慶
向
山
禅
定
寺
根
本
堂
并
護
摩
堂

一
宇
成
就
所
　
大
檀
那
松
平
少
将
宗
衍
公
　
導
師
掛
持
遍
照
寺
法
印

本
瑞
　
堂
供
養
導
師
瑞
雲
寺
法
印
寂
湛
　
御
奉
行
斎
藤
丹
下

柳
多
主
計
　
高
木
佐
五
左
衛
門
　
寺
社
御

奉
行
大
野
権
右
ヱ
門
　
中
根
兵
馬
　
郡
奉
行
岩
佐
九
郎

左
ヱ
門
　
御
代
官
吉
田
小
右
ヱ
門
　
下
郡
吉
助
　
與
頭
文
蔵

與
頭
重
次
郎
　
庄
屋
浅
右
ヱ
門
　
年
寄
喜
平
次
　
本

願
主
日
野
文
次
嫡
子
文
蔵
　
惣
檀
中
檀
頭
名
原

藤
四
郎
　
星
野
儀
右
ヱ
門
　
原
傳
九
郎
　
星
野
又
助

名
原
平
四
郎
　
内
田
助
七
　
原
與
次
右
ヱ
門
　
原
弥
三
郞

秦
與
一
右
ヱ
門

　
　
　
〆

一
文
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
通

慶
長
六
年
卯
月
廿
六
日
　
堀
尾
帯
刀
ヨ
リ
高
拾
五
石
ノ

地
寄
附
書
　
筆
者
不
詳

一
文
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
通

寛
永
拾
五
年
十
二
月
六
日
松
平
出
羽
守
源
直
政
ヨ
リ
高

拾
五
石
寄
附
　
其
後
嘉
永
七
年
二
月
十
三
日
源

定
安
マ
テ
八
代
間
寄
附
書
　
筆
者
不
詳

一
文
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
通

寛
永
十
五
年
十
二
月
六
日
ヨ
リ
明
治
四
年
二
月
マ
テ

仕
置
役
連
署
山
林
伐
採
禁
制
札
　
筆
者
不
詳

九
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右
之
通
御
座
候
也

明
治
十
七
年
六
月
十
一
日

　
　
　
島
根
縣
管
下

　
　
　
出
雲
國
飯
石
郡
乙
加
宮
村
　
天
台
宗
山
門
派
禅
定
寺
受
持

　
　
　
同
國
楯
縫
郡
別
所
村
鰐
淵
寺
々
中
現
成
院
住
職

　
　
　
　
　
　
権
少
講
義
　
　
　
小 

村 

覺 

心  

㊞

　
　
　
右
檀
中
総
代
　
　
　
　
　
原 

元 

三 

郎  

㊞

　
　
　
仝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吾
郷
與
一
右
ヱ
門  

㊞

　
　
　
右
乙
加
宮
村
戸
長
　
　
　
平 
野 
智 

義 

代
理

　
　
　
仝
　
手
傳
人
　
　
　
　
　
安 
部 
彌 
太 

郎  

㊞

【
史
料
四
】
禅
定
寺
宝
物
古
器
物
古
文
書
目
録
（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
寺
社
史
料
42
）

寶
物
古
文
書
届
洩
之
儀
ニ
付
御
届

一
文
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
通

文
禄
四
年
九
月
廿
日
　
佐
世
石
見
守
ヨ
リ
　
高
三
拾
七
石
八
斗

四
升
壱
合
ノ
地
寄
附
書
　
筆
者
不
詳

右
者
禅
定
寺
附
属
古
文
書
ニ
御
座
候
處
　
然
ル
ニ
明
治
十
七
年

六
月
十
一
日
寺
院
寶
物
古
器
物
古
文
書
目
録
進
達
致
候
際
　
誤
テ

書
載
洩
ニ
相
成
候
ニ
付
　
今
更
届
洩
等
不
都
合
之
義
ニ
者
候

得
共
　
何
卒
該
目
録
中
エ
御
記
入
被
成
下
度
　
此
段
御
届
仕
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
雲
國
飯
石
郡
乙
加
宮
村
禅
定
寺
兼
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
楯
縫
郡
別
所
村
鰐
淵
寺
々
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
成
院
住
職

明
治
二
十
年
四
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小 

村 

覺 

心  

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
同
郡
同
村
鰐
淵
寺
々
中
松
本
坊
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
寺
法
類
惣
代
　
　
岡 

田 

圓 

深  

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
飯
石
郡
乙
加
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
寺
担
中
惣
代
　
　
吾
郷
与
一
右
衛
門  

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
同
郡
殿
河
内
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
　
　
原 

元 

三 

郎  

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
同
郡
乙
加
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
　
　
原 

与 

兵 

衛  

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
國
楯
縫
郡
別
所
村
鰐
淵
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
寺
　
　
　
　
　
　
加
羅
陀  

覺
湛
㊞

島
根
縣
知
事
籠
手
田
安
定
殿

こ
れ
ら
の
目
録
は
、明
治
十
年
代
の
禅
定
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
棟
札
と
古
文
書
の
概
要

を
示
す
も
の
と
し
て
、
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
三
】
は
、
明
治
十
七
年
（
一
八

八
四
）
に
、
禅
定
寺
を
管
轄
し
て
い
た
鰐
淵
寺
現
成
院
住
職
小
野
覚
心
以
下
四
名
が
、
島
根

県
へ
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、【
史
料
四
】
は
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
、
同
じ
く

鰐
淵
寺
小
野
覚
心
以
下
四
名
が
、島
根
県
知
事
へ
【
史
料
三
】
の
報
告
に
漏
れ
て
い
た
古
文

書
一
通
を
追
加
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
追
加
報
告
さ
れ
た
「
寄
附
書
」
一
通
は
、【
史
料

一
】
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
に
該
当
す
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
ら
の
目
録
に
は
、【
史
料
二
】
加

食
田
村
禅
定
寺
領
検
地
帳
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。『
三
刀
屋
町
誌
』
に
は
「
禅
定
寺
由
緒
書
」

が
引
用
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
自
体
が
「
禅
定
寺
文
書
」
を
構
成
す
る
古
文
書
で
あ
る
と
と
も

に
、そ
れ
に
よ
れ
ば
江
戸
期
に
は
す
で
に
【
史
料
二
】
が
同
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

確
認
で
き
る（

4
（

。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
目
録
が
禅
定
寺
伝
来
宝
物
・
古
器
物
・
古
文
書
の
全
て

を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
〇
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【
史
料
三
】
に
は
、
禅
定
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
四
枚
の
棟
札
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
禅
定
寺
は
、天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
懸
合
郷
の
領
主
で
あ
っ
た
備
後
国

衆
多
賀
山
通
定
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
そ
の
時
の
住
持
は
「
九
洲
筑
後
國
賀
町
之
住
僧
慶

順
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
観
音
堂
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
時
の
住

持
は
「
豪
順
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
○
一
）
に
同
じ
く
観
音
堂
が
再
建

さ
れ
、
そ
の
時
の
御
遷
座
導
師
を
「
禅
定
寺
権
大
僧
都
義
見
」
が
務
め
た
こ
と
、
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）
に
は
根
本
堂
と
護
摩
堂
が
再
建
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
天
正
二
年
の
住
持
の
本
拠
「
賀
町
」
は
「
蒲
池
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
明
治
十
年
代
の
禅
定
寺
に
、
少
な
く
と
も
十
七
通
の
古
文
書
が

伝
来
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（【
史
料
二
】
は
当
時
す
で
に
禅
定
寺
に
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
実
際
に
は
少
な
く
と
も
十
八
通
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、文
禄
四
年
の
打
渡
坪
付
（【
史
料
一
】）
を
禅
定
寺
に
遣
わ
し
た
毛
利
氏
が
関

ヶ
原
合
戦
に
よ
っ
て
周
防
・
長
門
両
国
へ
と
移
封
さ
れ
、
新
た
に
入
部
し
た
堀
尾
氏
よ
り
、

慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
四
月
二
十
六
日
付
け
の
「
堀
尾（

古
晴
（

帯
刀
ヨ
リ
高
拾
五
石
ノ
地
寄
附

書
」
が
与
え
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
堀
尾
氏
か
ら
の
「
寄
附
書
」
に
つ
い
て
は
、

単
独
の
項
目
を
立
て
て
報
告
し
て
い
る
の
で
、禅
定
寺
に
と
っ
て
特
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と

見
受
け
ら
れ
る
。

堀
尾
氏
は
、慶
長
六
年
四
月
二
十
六
日
付
け
の
領
国
内
寺
社
宛
て
の
寄
進
状
を
一
斉
に
多

数
発
給
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
堀
尾
氏
家
臣
四
名
（
落
合
貞
親
・
堀
尾
正
秀
・
吉

川
貞
恒
・
堀
尾
宗
光
）
が
署
判
し
た
奉
書
で
あ
る（

5
（

。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
【
史
料
三
】

に
記
さ
れ
た
「
寄
附
書
」
も
、堀
尾
家
四
奉
行
連
書
奉
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
定

さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
り
、
文
禄
四
年
に
毛
利
氏
に
よ
っ
て
三
七
・
八
四
一

石
と
定
め
ら
れ
た
禅
定
寺
領
は
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
六
年
後
、
堀
尾
氏
に
よ
っ
て
一
五
石
へ

減
石
さ
れ
、実
際
の
禅
定
寺
の
収
取
分
は
そ
の
減
石
数
よ
り
さ
ら
に
大
き
く
減
少
し
た
と
推

測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
か
ら
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
に
至
る
ま
で
、
松

江
藩
松
平
家
八
代
の
間
の
「
寄
附
書
」
八
通
と
、
寛
永
十
五
年
よ
り
廃
藩
置
県
の
行
わ
れ

た
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
至
る
ま
で
の
「
仕
置
役
連
署
山
林
伐
採
禁
制
札
」
七
通
が
、

伝
来
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
松
平
直
政
に
は
じ
ま
る
松
江
藩
松
平
家
も
、堀
尾
氏
以

来
の
前
例
に
し
た
が
い
、
禅
定
寺
領
を
「
高
拾
五
石
」
に
定
め
た
と
み
ら
れ
る
。

明
治
十
年
代
の
禅
定
寺
宝
物
古
器
物
古
文
書
目
録
に
記
さ
れ
た
十
七
通
の
古
文
書
の
う

ち
、【
史
料
一
】
以
外
の
十
六
通
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
現
存
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

し
か
し
、い
ず
れ
も
禅
定
寺
の
来
歴
を
知
る
基
本
史
料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
文
書
で
あ

る
と
言
え
る
。

三

　雲
南
市
指
定
有
形
文
化
財
「
禅
定
寺
文
書
」
に
つ
い
て

本
章
で
は
、雲
南
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
二
点
の
古
文
書
（【
史
料
一
】【
史

料
二
】）
に
つ
い
て
、
内
容
の
要
点
と
特
徴
を
確
認
す
る
。

（
一
）
文
禄
四
年
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
（
史
料
一
・
図
1
）

【
史
料
一
】
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）、
当
時
豊
臣
政
権
下
に
あ
っ
た
毛
利
氏
が
検
地

に
も
と
づ
い
て
寺
領
を
確
定
し
、
毛
利
氏
家
臣
の
佐
世
元
嘉
が
署
判
し
て
、
飯
石
郡
懸
合
郷

禅
定
寺
に
遣
わ
し
た
打
渡
坪
付
で
あ
る
。
佐
世
元
嘉
は
、出
雲
国
衆
佐
世
氏
出
身
の
毛
利
輝

元
重
臣
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

形
態
に
つ
い
て
は
、
18
枚
の
楮
紙
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
紙
継
目
の
状
態
を
見
る
限
り
、

紙
を
貼
り
継
い
だ
状
態
で
浄
書
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。紙
継
目
ご
と
に
同
じ
黒
印

が
押
さ
れ
て
い
る
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
第
一
～
六
紙
に
「
田
」
5（
筆
、
第
六
～
十
八
紙
に
「
畠
」「
屋
敷
」

一
一
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「
寺
職
」「
楮
」「
漆
」「
山
畠
」
135
筆
、総
計
188
筆
が
記
さ
れ
て
い
る
。
田
地
の
合
計
は
六
町

三
段
九
○
歩
、
分
米
三
二
石
九
斗
五
升
、
屋
敷
を
除
く
畠
地
等
の
合
計
は
七
町
一
段
二
九

○
歩
（
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
総
計
は
七
町
一
段
三
五
○
歩
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
か
の

屋
敷
一
ヶ
所
の
面
積
六
○
歩
を
誤
っ
て
加
算
し
た
と
も
推
測
さ
れ
る
）、
分
銭
四
貫
八
九
一

文
、
屋
敷
の
合
計
は
禅
定
寺
境
内
（
寺
職
）
と
合
わ
せ
て
11
ヶ
所
、
と
な
っ
て
い
る
。
田
畠

屋
敷
を
合
わ
せ
た
禅
定
寺
領
全
体
の
面
積
を
計
算
す
る
と
、
一
三
町
九
段
八
○
歩
と
な
る
。

ま
た
石
高
の
総
合
計
に
つ
い
て
は
、三
七
石
八
斗
四
升
一
合
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
石
高

総
計
に
つ
い
て
は
、「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」（
岸
一
九
八
七
）
に
記
載
さ
れ
た
禅
定
寺
領

と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

記
載
さ
れ
て
い
る
作
人
は
少
な
く
と
も
41
名
で
、そ
れ
以
外
に
禅
定
寺
手
作
地
が
九
町
余

あ
る
。
屋
敷
所
持
者
は
10
名
。
ま
た
、
郷
村
役
人
（
名
（「
役
人
」
二
郎
左
衛
門
・
太
郎
右

衛
門
、「
肝
煎
」
与
三
郎
）
が
各
1
筆
の
作
人
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
作
人
の
肩
書
き
を
見

る
限
り
、
そ
の
大
半
は
禅
定
寺
膝
下
の
加
食
田
村
・
里
坊
村
の
居
住
者
と
推
測
さ
れ
る
が
、

一
部
に
は
「
と
の
か
い
ち
（
殿
河
内
カ
）」「
作
石
」「
大
塚
」「
宮
内
」
な
ど
隣
接
す
る
周
辺

郷
村
の
居
住
者
と
推
測
さ
れ
る
者
も
見
ら
れ
る
。

田
畠
の
所
在
地
の
す
べ
て
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、雲
南
市
所
蔵
「
明
治
二
十

二
年
乙
加
宮
村
切
図
」
写
・「
明
治
二
十
二
年
里
坊
村
切
図
」
写
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ほ
と
ん

ど
が
禅
定
寺
の
所
在
し
た
加
食
田
村
や
隣
接
す
る
里
坊
村
の
山
や
谷
に
散
在
す
る
田
畠
と

推
測
さ
れ
る
（
図
（
参
照
）。

全
体
を
通
し
て
、
土
地
の
等
級
区
分
（
上
田
・
中
田
・
下
田
等
の
区
別
）
が
全
く
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
面
積
が
一
段
＝
三
六
○
歩
で
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
石
高
の
総
計
が
い
わ

ゆ
る
「
一
石
一
貫
」
原
則
に
よ
る
単
純
計
算
で
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、中
世

以
前
の
形
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図 3　禅定寺関係図

一
二
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（
二
）
延
宝
二
年
加
食
田
村
禅
定
寺
検
地
帳
（
史
料
二
・
図
2
）

【
史
料
二
】
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）、
松
江
藩
が
実
施
し
た
検
地
に
も
と
づ
い
て
、

禅
定
寺
に
遣
わ
し
た
検
地
帳
で
あ
る
。
形
態
は
、
1（
丁
の
楮
紙
で
作
成
さ
れ
た
竪
帳
で
あ

る
。内

容
は
、
第
二
～
六
丁
に
上
田
か
ら
新
下
々
田
に
至
る
各
等
級
の
田
地
（（
筆
、
第
七
～
十

丁
に
上
畠
か
ら
下
々
畠
に
至
る
各
等
級
の
畠
地
（1
筆
、第
十
一
～
十
二
丁
に
屋
敷
4
ヶ
所
と

禅
定
寺
の
畠
1
所
、
合
計
69
筆
が
記
さ
れ
て
い
る
。
田
地
の
合
計
は
三
反
三
畝
二
一
歩
、
分

米
九
石
二
斗
四
升
九
合
、
畠
地
の
合
計
は
一
町
二
反
九
畝
二
四
歩
、
分
米
五
石
九
升
、
と
な

っ
て
い
る
。
総
合
計
は
、
二
町
二
反
三
畝
一
五
歩
、
分
米
一
四
石
三
斗
三
升
九
合
で
あ
る
。

記
載
さ
れ
て
い
る
名
請
人
は
9
名
で
あ
り
、そ
れ
以
外
に
禅
定
寺
手
作
地
二
反
四
畝
三
歩

が
あ
る
。
田
畠
の
所
在
地
は
、
い
ず
れ
も
加
食
田
村
内
と
考
え
ら
れ
る
（
図
（
の
網
掛
）。

【
史
料
一
】
に
記
さ
れ
た
一
四
町
近
い
禅
定
寺
領
や
40
名
を
超
え
る
作
人
数
に
比
し
て
、

【
史
料
二
】
の
二
町
二
反
三
畝
一
五
歩
と
い
う
総
計
や
10
名
に
満
た
な
い
名
請
人
数
は
、
お

そ
ら
く
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
四
月
二
十
六
日
堀
尾
家
四
奉
行
連
書
奉
書
に
よ
っ
て
、寺

領
が
一
五
石
に
減
石
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
禅
定
寺
所
蔵「
禅
定
寺
由
緒

書
」
に
、「
其
後
又
々
減
石
に
相
成
堀
尾
侯
御
代
右
同
所
高
の
内
当
寺
境
内
に
而
高
十
五
石

御
判
物
下
し
置
か
れ
、
夫
よ
り
御
当
代
に
押
移
り
、
御
元
祖
源
直
政
公
よ
り
御
代
々
十
五
石

御
領
主
御
名
前
御
判
物
下
し
置
か
れ
、時
に
延
宝
二
年
寅
三
月
御
検
地
打
渡
下
し
置
か
れ
候

帳
面
、
田
畑
反
〆
て
二
町
二
反
三
畝
十
五
歩
、
分
米
〆
て
十
四
石
三
斗
三
升
九
合
に
除
地
当

寺
敷
一
反
一
畝
二
十
七
歩
、百
姓
屋
敷
四
軒
而
一
段
二
畝
歩
下
し
置
か
れ
候（

6
（

」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、江
戸
時
代
の
禅
定
寺
が
【
史
料
二
】
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い

る
。た

だ
し
【
史
料
二
】
は
、
お
そ
ら
く
延
宝
二
年
に
実
施
さ
れ
た
加
食
田
村
検
地（

（
（

の
一
環

と
し
て
、
同
村
内
の
禅
定
寺
領
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
検
地
帳
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
里
坊
村
内
な
ど
に
、他
の
禅
定
寺
領
が
存
在
し
た
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
。
大

幅
な
減
石
は
事
実
と
考
え
ら
れ
る
が
、【
史
料
二
】
は
あ
く
ま
で
も
加
食
田
村
内
の
禅
定
寺

領
を
示
す
も
の
と
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四

　文
禄
四
年
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
雲
南
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
二
点
の
「
禅
定
寺
文
書
」

の
う
ち
、
特
に
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
（【
史
料
一
】）
は
、
同
様
な

史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、十
六
世
紀
末
に
お
け
る
当
該
地
域
社
会
と
寺
院

の
様
相
や
、
豊
臣
期
の
地
域
支
配
・
寺
社
支
配
の
様
相
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
史
料
で
あ

る
。

（
一
）
十
六
世
紀
前
半
の
禅
定
寺

十
六
世
紀
末
の
禅
定
寺
が
懸
合
郷
内
に
位
置
し
た
こ
と
は
、文
禄
四
年
禅
定
寺
領
打
渡
坪

付
の
表
題
か
ら
も
明
ら
か
な
こ
と
と
言
え
る
。
中
世
以
前
の
当
該
地
域
は
、三
刀
屋
川
中
流

域
に
広
が
る
国
衙
領
多
禰
郷
に
あ
た
り
、十
六
世
紀
初
頭
よ
り
多
禰
郷
の
こ
と
を
次
第
に
懸

合
郷
と
呼
称
す
る
事
例
が
増
え
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る（

8
（

。

十
六
世
紀
初
頭
の
懸
合
郷
は
、守
護
京
極
氏
重
臣
多
賀
氏
の
一
族
で
あ
る
出
雲
多
賀
氏
が

領
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

9
（

。
当
時
の
出
雲
多
賀
氏
は
、京
極
氏
治
下
の
出
雲
国
に
お
い

て
尼
子
氏
に
比
肩
す
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
○
）、
多
賀
美
作
守
が
塩

冶
興
久
の
反
乱
に
与
同
し
て
没
落
し
、そ
れ
以
後
の
懸
合
郷
領
主
は
定
か
で
な
い（

（1
（

。
し
か
し

な
が
ら
、既
述
の
よ
う
に
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）
に
は
尼
子
誠
久
の
所
領
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
（
日
倉
神
社
造
営
棟
札
銘
）、
尼
子
氏
（
尼
子
氏
一
族
）
の
経
済
基
盤
の
一
つ
と

な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

史
料
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
十
六
世
紀
前
半
の
禅
定
寺
は
、
出
雲
多
賀
氏
や
尼

一
三
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子
氏
（
尼
子
氏
一
族
）
の
所
領
内
に
位
置
し
、そ
れ
ら
の
直
接
的
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

（
二
）
毛
利
氏
と
出
雲
国
飯
石
郡
域

安
芸
国
毛
利
氏
が
出
雲
国
へ
侵
攻
し
、禅
定
寺
が
所
在
す
る
飯
石
郡
域
を
勢
力
下
に
組
み

込
ん
だ
の
は
、永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
七
月
頃
の
こ
と
で
あ
る
（「
厳
島
野
坂
文
書
」『
広

島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅱ
』
三
八
二
）。
以
後
、
慶
長
五
年
（
一
六
○
○
）
に
至
る
三
十

八
年
間
に
わ
た
り
、
飯
石
郡
は
毛
利
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。

毛
利
氏
治
下
の
飯
石
郡
に
は
、
尼
子
氏
時
代
以
来
の
国
衆
で
あ
る
赤
穴
氏
と
三
刀
屋
氏

が
、南
北
の
郡
境
近
く
に
位
置
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
本
領
を
引
き
続
き
安
堵
さ
れ
て
存
続
し
た

が
、
中
部
の
懸
合
郷
周
辺
に
は
備
後
国
衆
多
賀
山
氏
（
通
定
・
通
信
）
が
新
た
に
入
部
し（

（（
（

、

西
部
の
須
佐
郷
周
辺
に
は
安
芸
国
衆
熊
谷
氏
の
一
族
で
毛
利
氏
家
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
熊
谷
広
実
が
新
た
に
入
部
し
た（

（1
（

。
い
ず
れ
も
比
較
的
規
模
の
大
き
な
ま
と
ま
っ
た
所

領
を
毛
利
氏
か
ら
安
堵
も
し
く
は
給
与
さ
れ
、
本
拠
と
し
て
居
住
・
在
城
し
て
お
り
、
赤

穴
氏
・
三
刀
屋
氏
・
多
賀
山
氏
・
熊
谷
氏
の
四
氏
の
所
領
は
、
当
時
の
飯
石
郡
の
大
半
を
占

め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
、
石
見
国
衆
佐
波
氏
の
所
領
な
ど
が
存
在
し
た（

（1
（

。

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
禅
定
寺
再
建
の
大
檀
那
が
多
賀
山
通
定
で
あ
っ
た
こ
と
（【
史
料

三
】）
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
禅
定
寺
は
懸
合
郷
の
領
主
多
賀
山
氏
の
管

轄
下
に
あ
っ
た
。

（
三
）
惣
国
検
地
と
「
打
渡
坪
付
」

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
の
本
能
寺
の
変
に
よ
り
、
毛
利
氏
は
羽
柴
秀
吉
と
講
和
し
、

天
正
十
三
年
に
国
境
が
画
定
す
る
と
豊
臣
政
権
下
の
大
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

く
。
豊
臣
政
権
は
、
早
い
段
階
か
ら
全
国
の
諸
勢
力
に
命
じ
て
検
地
を
実
施
し
た
（
後
世
、

い
わ
ゆ
る
「
太
閤
検
地
」
と
称
さ
れ
た
）
が
、
毛
利
氏
領
国
に
お
い
て
も
、
全
領
国
を
対
象

と
す
る
「
惣
国
検
地
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
毛
利
氏
領
国
内
の
勢
力
配
置

は
、
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
。

毛
利
氏
の
惣
国
検
地
は
、
天
正
十
五
年
頃
か
ら
開
始
さ
れ
、
天
正
二
十
年
頃
に
か
け
て
、

全
領
国
（
長
門
・
周
防
・
安
芸
・
備
後
・
備
中
半
国
・
石
見
・
出
雲
・
隠
岐
・
伯
耆
半
国
）

に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
は
、
穂
田
元
清
・
福
原
広
俊
・
渡
辺
長
・
安
国
寺
恵

瓊
・
内
藤
元
栄
・
二
宮
就
辰
・
佐
世
元
嘉
・
林
就
長
な
ど
毛
利
輝
元
の
一
族
・
重
臣
た
ち
が

中
心
と
な
っ
て
、
多
数
の
検
地
奉
行
が
各
地
域
を
分
担
し
、
検
地
役
人
を
現
地
に
派
遣
し

て
、
大
規
模
か
つ
組
織
的
に
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
に

は
、
惣
国
検
地
の
全
面
的
な
再
確
認
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
は
、
国
司
元
武
・
少
林
寺
・

山
田
元
宗
が
担
当
奉
行
を
務
め
た
。

秋
山
伸
隆
氏
に
よ
れ
ば
、毛
利
氏
の
惣
国
検
地
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
手
順
で
実
施

さ
れ
た（

（1
（

。

①
「
付
立
」
と
「
坪
付
指
出
」
の
照
合

知
行
主
で
あ
る
国
衆
・
給
人
・
寺
社
か
ら
当
知
行
分
を
列
挙
し
た
「
付
立
」
を
提

出
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各
郷
村
側
が
把
握
し
て
い
た
各
知
行
分
の
内
訳
を
列
挙
し
た

「
坪
付
指
出
」
を
提
出
さ
せ
て
、
両
者
を
照
合
・
確
認
す
る
。

②
検
地
役
人
に
よ
る
現
地
調
査

検
地
役
人
を
各
郷
村
へ
派
遣
し
、「
坪
付
指
出
」
に
も
と
づ
き
現
地
調
査
を
行
い
、

田
畠
・
屋
敷
の
一
筆
毎
の
面
積
、
分
米
・
分
銭
、
名
請
人
、
給
人
名
を
確
認
の
う
え
、

「
検
地
帳
（
野
執
帳
・
村
帳
）」
を
作
成
す
る
。

③
豊
臣
政
権
へ
の
報
告
と
豊
臣
政
権
に
よ
る
宛
行

毛
利
氏
は
、
①
と
②
の
調
査
に
も
と
づ
く
全
領
国
石
高
の
集
計
結
果
を
豊
臣
政
権

へ
報
告
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
豊
臣
政
権
は
、
毛
利
氏
領
国
の
総
石
高
を
一
一
二

万
石
と
定
め
、
あ
ら
た
め
て
毛
利
輝
元
に
宛
行
う
（『
毛
利
家
文
書
』
九
五
六
号
）。

一
四
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④
毛
利
氏
か
ら
新
給
地
を
国
衆
・
給
人
・
寺
社
に
宛
行

豊
臣
政
権
に
よ
る
宛
行
を
ふ
ま
え
、
毛
利
氏
は
あ
ら
た
め
て
新
た
な
知
行
分
を
国
衆
・

給
人
・
寺
社
に
宛
行
う
。
そ
の
際
、
一
円
的
な
所
領
を
持
つ
国
衆
・
寺
社
に
対
し
て
は
、

「
打
渡
状
」
と
「
検
地
帳
写
」
を
遣
わ
し
、
給
地
が
散
在
す
る
給
人
・
寺
社
に
対
し
て
は
、

「
打
渡
状
」
と
「
打
渡
坪
付
」
を
遣
わ
し
た
。

⑤
打
渡
の
実
施

検
地
奉
行
よ
り
現
地
の
検
地
役
人
へ
、
知
行
分
の
打
ち
渡
し
を
指
示
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
禄
四
年
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
（【
史
料
一
】）
は
、
こ
の
う
ち
の
④
に
見
ら

れ
る
「
打
渡
坪
付
」
の
実
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
田
畠
の
等
級
が
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、
面
積
が
一
段
＝
三
六
○
歩
で
表
示
さ
れ
、「
一
石
一
貫
」
原
則
に
基
づ
く
換
算

が
見
ら
れ
る
な
ど
、
中
世
以
前
の
形
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
以
上
の
①
～
⑤
の

惣
国
検
地
の
実
施
過
程
を
み
る
と
、
丈
量
検
地
で
は
な
く
、
一
般
に
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
典

型
的
な
「
太
閤
検
地
」
と
大
き
く
趣
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
、従
来
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
一
連
の
作
業
は
き
わ
め
て
大
規
模
か
つ
網
羅
的
・
組
織
的
に
行
わ
れ
て
お

り
、
多
大
な
労
力
を
費
や
し
な
が
ら
、
徹
底
し
て
実
行
さ
れ
た
こ
と
も
窺
え
る
。

近
年
の
中
野
等
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
豊
臣
政
権
が
命
じ
た
全
国
検
地
の
最
大
の
目
的

は
、「
御
前
帳
」「
郡
図
」
の
徴
収
と
禁
中
献
納
に
よ
る
国
内
の
「
富
」
の
一
元
的
把
握
に
あ

っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
れ
に
拠
る
な
ら
ば
、
毛
利
氏
の
「
惣
国
検
地
」
も
、
た
と
え

実
施
過
程
が
ど
れ
だ
け
独
自
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、ま
た
そ
の
実
態
が
ど
れ
だ
け
中

世
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
豊
臣
政
権
の
目
的
に
即
し
、
政
権
の
意
志

に
応
え
て
実
施
さ
れ
た
検
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
お
い
て
、何
ら
変
わ
り
は
な
か
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
四
）
十
六
世
紀
末
に
お
け
る
飯
石
郡
内
の
知
行
配
置

惣
国
検
地
の
結
果
、
出
雲
国
飯
石
郡
の
知
行
配
置
も
、
大
規
模
に
改
編
さ
れ
た
。

山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
は
、
惣
国
検
地
後
（
一
五
九
○
年
代
）

の
毛
利
氏
領
国
全
体
の
知
行
関
係
を
示
す
比
較
的
信
頼
性
の
高
い
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る（

（1
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
出
雲
国
内
の
有
力
国
衆
の
多
く
が
、
他
国
へ
知
行
替
え
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
飯
石
郡
に
つ
い
て
は
、一
五
六
○
年
代
か
ら
一
五
八
○
年
代
に
か
け
て
の
毛

利
氏
治
下
に
お
い
て
、
居
城
や
所
領
を
有
し
た
赤
穴
氏
・
三
刀
屋
氏
・
多
賀
山
氏
・
熊
谷

氏
・
佐
波
氏
の
う
ち
、
三
刀
屋
氏
が
長
門
国
阿
武
郡
へ
、
多
賀
山
氏
が
長
門
国
豊
西
郡
へ
、

佐
波
氏
が
備
後
国
奴
可
郡
等
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
結
果
、
一
五
九
○
年
代
の
飯
石
郡
は
、
次
の
よ
う
な
知
行
配
置
へ
大
幅
に
改
編
さ
れ

た
（
表
参
照
）。

「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」に
よ
れ
ば
、飯
石
郡
内
知
行
高
に
お
い
て
最
も
大
き
な
割
合
を

占
め
た
の
は
、
毛
利
氏
（
毛
利
輝
元
）
の
直
轄
領
（「
蔵
入
」
三
一
九
六
・
六
一
一
石
）
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
は
、
計
二
十
三
の
知
行
主
（「
家
臣
」
十
七
名
、「
女
房
衆
」
一
名
、「
寺

領
」
二
寺
、「
社
領
」
一
社
、「
鍛
冶
」
二
名
）
が
、
毛
利
氏
か
ら
給
知
を
宛
行
わ
れ
て
い
た

と
記
さ
れ
て
い
る
。
郡
内
に
居
城
と
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
す
る
領
主
は
、熊
谷
氏
（
熊
谷

七
郎
兵
衛
）・
市
川
氏
（
市
川
助
兵
衛
）・
赤
穴
氏
（
赤
穴
久
内
）
の
三
名
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

「
熊
谷
七
郎
兵
衛
（
元
実
）」
の
知
行
分
一
三
九
八
・
○
六
石
は
、
熊
谷
広
実
か
ら
飯
石

郡
・
神
門
郡
の
所
領
を
相
続
し
た
嫡
子
元
実
が
、
惣
国
検
地
後
に
、
そ
れ
ら
の
内
の
飯
石
郡

内
の
み
（
お
そ
ら
く
は
須
佐
郷
を
含
む
）
を
お
お
む
ね
安
堵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る（

（1
（

。
「
市
川
助
兵
衛
」
は
、
岡
部
忠
夫
『
萩
藩
諸
家
系
譜
』（
琵
琶
書
房
、
一
九
八
三
年
）
に

よ
れ
ば
、
安
芸
国
吉
川
氏
一
族
出
身
の
毛
利
氏
家
臣
市
川
経
好
の
孫
、
市
川
景
好
で
あ
る

一
五
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と
さ
れ
て
い
る
。「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
に
よ
れ
ば
、
神
門
郡
を
中
心
に
総
計
二
三
三

○
・
九
一
一
石
を
領
し
た
市
川
助
兵
衛
は
、
飯
石
郡
内
で
は
そ
の
う
ち
の
八
五
五
・
三
○
七

石
を
知
行
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
、市
川
助
兵
衛
の
軍
事
指
揮
下

に
属
し
た
毛
利
氏
家
臣
一
所
衆
の
知
行
分
と
し
て
、
神
門
郡
・
大
原
郡
内
で
三
十
八
名
分
、

計
一
○
九
五
・
六
三
四
石
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
市
川
竹
寿
領

書
立
写
（『
閥
閲
録
』
巻
140
市
川
三
右
衛
門
（
）
に
よ
れ
ば
、
市
川
竹
寿
が
三
刀
屋
郷
八
五

五
・
三
○
七
石
な
ど
の
知
行
を
相
続
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
石
高
は
、「
八
箇
国
御

時
代
分
限
帳
」
に
記
さ
れ
た
市
川
助
兵
衛
の
飯
石
郡
内
知
行
高
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

『
閥
閲
録
』
家
譜
や
『
萩
藩
諸
家
系
譜
』
に
よ
れ
ば
、
市
川
経
好
の
子
元
好
と
、
元
好
の
子

元
直
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
相
次
い
で
死
去
し
、
そ
の
後
は
、
元
直
の
弟
た
ち

（
孫
右
衛
門
尉
元
好
・
助
兵
衛
景
好
）
が
市
川
氏
所
領
を
一
時
的
に
預
か
り
、
慶
長
四
年
に

元
直
の
子
竹
寿
（
元
栄
）
へ
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

市
川
氏
は
、
長
門
国
へ
転
封
さ
れ
た
三
刀
屋
氏
の
旧
領
を
毛
利
氏
か
ら
宛
行
わ
れ
た
後
、
当

主
が
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
た
め
、
幼
少
の
嫡
子
へ
の
確
実
な
相
承
を
実
現
す
る
ま
で
の
間
、

短
期
間
に
実
質
的
な
知
行
主
が
交
替
す
る
形
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
赤
穴
久
内（

（1
（

」
は
、
赤
穴
氏
の
当
主
で
あ
る
。
赤
穴
氏
は
、
尼
子
氏
時
代
以
前
か
ら
慶
長

五
年
（
一
六
○
○
）
に
至
る
ま
で
、
本
領
を
維
持
し
続
け
た
唯
一
の
出
雲
国
衆
と
し
て
、
特

に
注
目
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
惣
国
検
地
後
の
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、赤
穴
久
内
は
、

毛
利
氏
か
ら
赤
穴
郷
・
来
島
郷
（
飯
南
町
）
に
お
い
て
一
六
六
八
・
一
一
石
を
打
ち
渡
さ
れ

て
い
る（

（1
（

。
さ
ら
に
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
に
は
、
毛
利
氏
検
地
奉
行
三
名
か
ら
、
赤

穴
久
内
に
宛
て
て
、
知
行
分
一
六
六
八
・
五
四
一
石
分
の
銀
子
請
取
状
が
遣
わ
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
岸
浩
『
資
料
　
毛
利
氏
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
』
に
記
さ
れ
た
赤
穴
久
内
の
知
行
高

（
六
六
八
・
五
四
一
石
）
は
、
文
禄
五
年
当
時
の
知
行
高
（
一
六
六
八
・
五
四
一
石
）
の
誤

記
（「
千
」
の
欠
落
）
と
推
定
さ
れ
る
。
現
在
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
当
時
の
飯
石
郡
内

最
大
の
領
主
（
毛
利
氏
直
轄
領
を
除
く
）
は
、
赤
穴
氏
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
赤
穴
氏
の
知
行
高
を
補
正
す
る
と
、
当
時
の
飯
石
郡
の
石
高
総
計
は
、
一
○
五
七

一
・
五
二
一
石
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
岸
浩
氏
が
算
出
し
た
石
高
総
計
（
九
五
七
一
・
五
二

一
石
）
よ
り
、
一
○
○
○
石
多
い
数
値
で
あ
り
、「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
の
史
料
的
性

格
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
文
禄
年
間
に
お
け
る
毛
利
氏
治
下
の
飯
石
郡
の
実
際
の
石
高
数

は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
知
行
配
置
を
ふ
ま
え
る
と
、
毛
利
氏
の
直
轄
領
は
、
基
本
的
に
は
多
賀
山

氏
の
旧
領
を
収
公
し
た
知
行
地
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。「
八
箇

国
御
時
代
分
限
帳
」
に
記
さ
れ
た
飯
石
郡
内
の
寺
領
が
禅
定
寺
・
円
通
寺
の
二
ヶ
寺
の
み
で

あ
る
こ
と
は
、
両
寺
が
毛
利
氏
直
轄
領
内
に
位
置
し
て
い
た
た
め
、
毛
利
氏
か
ら
直
接
寺
領

を
給
付
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、一
五
八
○
年
代
ま
で
の
禅

一
六

表　八箇国御時代分限帳　飯石郡� （石）
知行主名 郡内持高 持高総計

蔵入 3196.611

家臣

熊谷七郎兵衛 1398.060
渡辺飛騨 640.566 2209.206
市川助兵衛 855.307 2330.911
赤穴久内 668.541
小田又十郎 300.002 381.1766
日野四郎右衛門 12.711
日野新助 12.530
都濃三左衛門 287.129 994.205
都濃越後守 56.000
平佐久左衛門 12.340
小川右衛門尉 421.528 618.107
服部善右衛門 72.337 100.674
三嶋弥兵衛 12.425
米原清三 68.190
中井助兵衛 126.000
杉山左馬助 140.430 496.320
蔵橋次郎右衛門 5.000

女房衆 侍従様 1000.000

寺領 円通寺 27.993
禅定寺 37.821

社領 京八幡領 200.000

鍛冶 鍛冶助左衛門 10.000
鍛冶五郎二郎 10.000

飯石郡総計 9571.521
典拠：岸浩『資料 毛利氏八箇国御時代分限帳』（マツノ書店、1987 年）

77



定
寺
が
多
賀
山
氏
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
に
表
さ
れ
た

時
期
の
毛
利
氏
直
轄
領
が
、
多
賀
山
氏
旧
領
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
裏
づ

け
る
事
実
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

中
世
飯
石
郡
多
禰
郷
（
懸
合
郷
）
内
に
所
在
し
た
禅
定
寺
は
、同
郷
の
領
主
（
十
六
世
紀

に
は
多
賀
氏
→
尼
子
氏
→
多
賀
山
氏
→
毛
利
氏
と
変
遷
）
の
管
轄
下
に
属
し
、
慶
長
五
年

（
一
六
○
○
）
以
降
は
、
近
世
を
通
し
て
堀
尾
氏
や
松
平
氏
か
ら
寺
領
十
五
石
を
安
堵
さ
れ

て
、幕
末
を
迎
え
た
。
毛
利
氏
が
出
雲
国
を
勢
力
下
に
お
い
た
の
は
十
六
世
紀
後
半
の
四
○

年
足
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
が
、そ
の
時
代
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
大
規
模
な
転
換
期
に
あ
た
っ

て
い
る
。

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
禅
定
寺
領
打
渡
坪
付
（【
史
料
一
】）
は
、豊
臣
政
権
の
指
示
に

よ
り
、
毛
利
氏
が
実
施
し
た
「
惣
国
検
地
」
の
実
施
過
程
や
結
果
の
様
相
を
、
雲
南
市
域
に

お
い
て
具
体
的
に
示
す
数
少
な
い
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。出
雲
国
飯
石
郡
地
域
の
歴
史
の
み

な
ら
ず
、
豊
臣
政
権
や
安
芸
国
毛
利
氏
の
地
域
支
配
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
も
、
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
史
料
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
日
本
全
体
の
時
代
の
転
換
の
な
か
で
、

地
域
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
迫
ら
れ
た
の
か
を
う
か
が
わ
せ
る
重
要
な
史
料
で
も
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

註（
1
）『
新
修
島
根
県
史
　
史
料
篇
2
　
近
世
上
』（
島
根
県
、
一
九
六
五
年
）。

（
2
）
椋
木
賢
治
『
企
画
展
　
祈
り
の
仏
像
　
出
雲
の
地
よ
り
』（
島
根
県
立
美
術
館
、
二
○
二
二
年
）。

（
（
）『
三
刀
屋
町
誌
』（
三
刀
屋
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
八
○
頁
。

（
4
）『
三
刀
屋
町
誌
』（
三
刀
屋
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
一
九
○
頁
。

（
5
）
福
井
将
介
「
堀
尾
氏
関
係
史
料
目
録
」（『
松
江
市
史
研
究
』
1
、
二
○
一
○
年
）。

（
6
）『
三
刀
屋
町
誌
』（
三
刀
屋
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
一
九
○
頁
。

（
（
）『
三
刀
屋
町
誌
』（
三
刀
屋
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年
）
二
四
○
頁
。

（
8
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
島
根
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）
四
七
一
頁
。

（
9
）
永
禄
二
年
十
二
月
多
賀
山
通
続
同
家
系
図
案
（『
大
日
本
古
文
書
　
家
わ
け
十
五
　
山
内
家
文
書
』

二
二
一
）
に
、
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
当
時
の
こ
と
と
し
て
、
備
後
国
多
賀
山
通
広
が
、
妹
婿
と

思
わ
れ
る
飯
石
郡
の
花
栗
弥
兵
衛
（
花
栗
氏
は
石
見
国
衆
佐
波
氏
一
族
）
の
逆
心
に
よ
り
討
死
し
た
際
、

通
広
の
子
通
続
を
匿
っ
た
の
は
、
母
親
（
備
後
国
泉
氏
）
の
姉
妹
に
あ
た
る
「
懸
合
多
賀
殿
女
房
」
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
長
谷
川
博
史
『
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
○
○
○
年
）
一
八
七
頁
、二
一
○
～

二
一
二
頁
。
長
谷
川
博
史
「
遠
用
物
所
収
『
覚
書
』
に
み
る
史
料
の
可
能
性
」（『
山
口
県
史
の
窓
　
通

史
編
中
世
』
二
○
一
二
年
）。

（
11
）
備
後
国
衆
多
賀
山
氏
は
、
備
後
国
衆
山
内
氏
の
同
族
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
出
雲
多
賀
氏
と
多
賀
山

氏
を
混
同
す
る
言
説
も
見
ら
れ
た
が
、
両
者
は
系
譜
的
に
全
く
別
の
家
で
あ
る
（
木
村
信
幸
「
備
後
国

多
賀
山
氏
の
基
本
的
性
格
」『
芸
備
地
方
史
研
究
』
二
四
八
、
二
○
○
五
年
）。
多
賀
山
通
定
は
、
永
禄

五
年
（
一
五
六
二
）
七
月
に
、
毛
利
氏
先
鋒
軍
と
し
て
、
宍
戸
隆
家
・
山
内
隆
通
と
と
も
に
飯
石
郡
・

大
原
郡
へ
侵
攻
し
（「
厳
島
野
坂
文
書
」『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅱ
』
三
八
二
）、同
年
十
二
月
に

は
三
刀
屋
久
扶
と
と
も
に
両
郡
境
で
尼
子
方
と
戦
い
（『
閥
閲
録
』
巻
　
84
児
玉
弥
七
郎
（0
）、
永
禄
六

年
六
月
二
十
八
日
多
賀
山
通
定
宛
行
状
（
島
根
県
立
図
書
館
影
写
本
「
田
部
家
文
書
」
な
ど
）
で
懸
合

郷
内
を
新
給
と
し
て
宛
行
っ
て
い
る
。

 

多
賀
山
氏
に
つ
い
て
は
、
永
禄
五
年
以
前
か
ら
懸
合
郷
を
領
し
て
い
た
と
い
う
後
世
の
言
説
も
散
見

さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
当
時
の
領
主
相
互
の
関
係
は
国
境
を
越
え
て
展
開
し
て
い
た
し
、
多
賀
山
通
続

は
出
雲
国
仁
多
郡
横
田
荘
八
川
村
を
尼
子
氏
か
ら
給
与
さ
れ
て
い
る
（
天
文
十
二
年
十
月
二
十
四
日
多

賀
山
通
続
書
状
「
岩
屋
寺
文
書
」）。
し
か
し
な
が
ら
懸
合
郷
に
関
し
て
は
、
多
賀
山
氏
よ
る
知
行
は
、

対
尼
子
氏
戦
争
に
お
い
て
西
側
の
重
要
な
後
方
拠
点
と
な
っ
た
飯
石
郡
を
確
保
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ

た
こ
と
を
機
に
、
毛
利
氏
か
ら
宛
行
わ
れ
て
始
ま
っ
た
も
の
と
み
て
お
く
の
が
、
現
時
点
で
は
妥
当
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
12
）『
閥
閲
録
』
巻
42
熊
谷
与
右
衛
門
に
よ
れ
ば
、
安
芸
国
衆
熊
谷
信
直
の
三
男
広
実
は
、
天
文
二
十
一

年
（
一
五
五
二
）
に
毛
利
氏
家
中
に
入
り
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
十
一
月
、
毛
利
氏
に
よ
る
本
城

氏
一
族
討
滅
後
に
、
本
城
常
光
旧
領
の
中
心
的
な
部
分
と
思
わ
れ
る
飯
石
郡
須
佐
郷
五
百
貫
と
神
門
郡

乙
立
村
三
十
五
貫
・
古
志
郷
内
百
貫
を
毛
利
氏
か
ら
宛
行
わ
れ
、
須
佐
高
櫓
城
（
出
雲
市
佐
田
町
反
邊
）

の
「
城
督
」
を
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
五
七
○
年
代
以
降
も
、
子
息
の
熊
谷
元
実
が
そ
れ
ら
を
引

き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
長
谷
川
博
史
「
安
芸
国
衆
保
利
氏
と
毛
利
氏
」（
村
井
良
介
編
『
毛
利
元

就
』
戎
光
祥
出
版
、
二
○
二
四
年
）。

一
七
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（
1（
）
岸
田
裕
之
『
大
名
領
国
の
経
済
構
造
』（
岩
波
書
店
、二
○
一
一
年
）。
佐
波
氏
の
一
族
所
領
や
家
臣

給
地
が
、「
赤
穴
」「
来
島
三
日
市
」「
由
木
村
」「
花
栗
」「
寺
垣
内
」「
竹
谷
」（
以
上
、
飯
南
町
）
や

「
入
間
」（
雲
南
市
掛
合
町
）
な
ど
、飯
石
郡
内
各
所
に
存
在
し
た
（「
山
口
県
文
書
館
所
蔵
文
書
〈
豊
北

町
林
家
文
書
〉」『
山
口
県
史
　
史
料
編
　
中
世
（
』）。

（
14
）
秋
山
伸
隆
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）。
ち
な
み
に
、
秋
山
氏

が
惣
国
検
地
の
実
施
過
程
を
推
定
し
た
際
に
は
、
飯
石
郡
の
八
神
村
（
飯
石
郡
飯
南
町
八
神
）・
刀
禰

村
（
雲
南
市
掛
合
町
波
多
下
刀
根
・
上
刀
根
）
に
お
け
る
検
地
関
係
史
料
が
、
中
心
的
な
根
拠
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　「
波
多
野
家
蔵
文
書
（
都
野
家
文
書
）」）〈『
山
口
県
史
　
史
料
編
　
中
世
３
』〉
一
四
～
一
七
）
に
よ

れ
ば
、
毛
利
氏
は
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
十
一
月
、
石
見
国
衆
の
都
野
三
左
衛
門
尉
（『
閥
閲

録
』
巻
85
都
野
三
左
衛
門
の
系
譜
で
は
「
家
頼
」）
に
対
し
て
、
惣
国
検
地
後
の
所
領
と
し
て
、
本
領
都

野
郷
（
江
津
市
）
に
加
え
て
、
飯
石
郡
「
仙
導
之
内
八
神
・
刀
禰
村
両
所
」
を
打
ち
渡
し
た
こ
と
、
そ

の
際
に
は
、
担
当
奉
行
の
兼
重
元
続
と
現
地
の
検
地
役
人
（
藤
木
与
介
・
河
内
左
馬
助
）
が
打
渡
の
実

務
を
担
っ
た
こ
と
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
九
月
に
は
、
都
野
三
左
衛
門
尉
か
ら
毛
利
氏
に
対
し
て

「
雲
州
飯
石
之
郡
仙
導
之
内
」
二
八
七
・
一
二
九
石
の
当
知
行
高
を
上
申
し
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
。

文
禄
四
年
の
当
知
行
高
は
、「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
に
記
さ
れ
た
飯
石
郡
内
の
都
野
氏
知
行
高
と
一

致
し
て
い
る
（
本
文
の
表
参
照
）。

　
　
都
野
氏
の
事
例
は
、
惣
国
検
地
の
実
施
過
程
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、
同
じ
飯
石
郡
内
に
位
置
し

た
禅
定
寺
領
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
手
順
で
検
地
・
打
渡
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
15
）
中
野
等
『
太
閤
検
地
　
秀
吉
が
目
指
し
た
国
の
か
た
ち
』（
中
公
新
書
、
二
○
一
九
年
）。

（
16
）　
山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
八
箇
国
御
時
代
分
限
帳
」
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
「
八
箇
国
御

配
地
絵
図
」
に
基
づ
い
て
編
集
し
な
お
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
誤
写
・
誤
記
や
遺
漏
が
含
ま
れ
る
だ
け

で
な
く
、
一
五
九
○
年
代
の
十
年
間
の
う
ち
ど
の
時
期
の
状
況
を
示
す
情
報
で
あ
る
の
か
ま
で
は
判
然

と
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
毛
利
氏
当
主
と
の
直
接
の
知
行
関
係
以
外
は
書
か
れ
て
い
な
い
し
、

各
郡
内
の
ど
こ
に
知
行
地
が
存
在
す
る
の
か
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
重
要
で
は
あ
る
が
、
特
性
を
ふ
ま

え
た
活
用
が
必
要
な
史
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
載
内
容
は
同
時
代
史
料
の
内
容
と

ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
お
り
、
十
六
世
紀
末
の
毛
利
氏
領
国
全
体
の
構
成
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
で
き
る
希
有

な
史
料
で
あ
る
。

（
1（
）
熊
谷
元
実
は
、天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
に
毛
利
輝
元
か
ら
「
七
郎
兵
衛
尉
」
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
（『
閥
閲
録
』
巻
42
熊
谷
与
右
衛
門
14
）。

（
18
）
赤
穴
久
内
は
、「
中
川
文
書
」（
村
井
祐
樹
編
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
○
二
一
ー

三
』、
二
○
二
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
赤
穴
幸
清
の
子
息
で
あ
り
、
才
寿
→
久
内
→
中
川
与
左
衛
門
尉
→
中

川
与
右
衛
門
尉
と
改
称
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、実
名
は
「
元
住
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
閥
閲

録
』
巻
（（
中
川
与
右
衛
門
の
系
譜
に
は
、
後
に
は
「
元
寄
」
と
称
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寛
永
八
年

（
一
六
三
一
）
に
五
十
五
才
で
死
去
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
19
）
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
九
月
二
十
五
日
　
出
雲
国
赤
穴
郷
・
来
島
郷
打
渡
状
（
中
川
文
書
一
三

一
、『
閥
閲
録
』
巻
（（
中
川
与
右
衛
門
40
）。

（
20
）
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
二
月
十
四
日
　
国
司
元
武
・
少
林
寺
・
山
田
元
宗
連
署
銀
子
請
取
状
（
中

川
文
書
一
三
二
、『
閥
閲
録
』
巻
（（
中
川
与
右
衛
門
41
）。

一
八
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